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　市内で生産または採取された農畜産物などを対象に実施しました、放射性物質検査の結果をお知らせします。
　検査している農畜産物は自家消費用であり、出荷・流通しているものではありません。
【検査条件】使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡI（簡易検査機器）
　　　　　　　　　　　ＡＴＯＭＴＥＸ社製　ＡＴ1320（簡易検査機器）
　　　　　　検 査 法：ＮａI（Ｔｌ）シンチレーションスペクトロメータ
　　　　　　計測時間：30分間　  　検査期間：9月3日～ 9月13日

【基準値等】　☆セシウム134、137：100Bq/kg　

※「検出せず」とは、放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。　
　本検査は簡易検査であり、安全を保証するものではありません。　
○放射性物質検査日
　大宮地域：月～金曜日　山方地域：月～金曜日　美和地域：月曜日　緒川地域：火曜日　御前山地域：水曜日
　※祝日を除く。
○放射性物質検査申込方法
　検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日正午（月曜日に検査を希望する方は金曜日正午）までに電

話でお申し込みください。
　・受付時間　　8:30～17:00　※土・日曜日、祝日を除く。
　・申し込みは先着順（1日8件）に受け付けます。
　・申し込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の申し込みはできません。
○検体の提出、返却
　・検査日の当日8:30～9:00に検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検査申込書に記入

願います。
　・検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れて持参してください。
　　検査に必要な量は1㎏（液体や粉状のものは１ℓ以上）です。
　・検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度検査日の16:00～17:00に窓口にお越しく

ださい。

11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です

　Ｓマークをご存知ですか？
　Sマーク（標準営業約款普及登録促進制度）は、厚生労働省の信頼を与えるマークです。

常陸大宮市産農畜産物放射性物質測定結果について

　　　  農林課農林畜産振興G　☎52-1111　内線202
　　　  経済建設課農林商工G　☎57-2121（代表）　　　 経済建設課農林商工G　☎58-2111（代表）
　　　  経済建設課農林商工G　☎56-2111（代表）　　　 経済建設課農林商工G　☎55-2111（代表）

問
山支
本庁

美支
緒支 御支

「理髪店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」

　 公益財団法人茨城県生活衛生営業指導センター　
　 ☎029-225-6603　　　http://www.seiei.or.jp/ibaraki/
問

H・P

Safety＝保険加入で安全
Sanitation＝衛生基準遵守で清潔　
Standard＝確かな技術（標準）で安心

厚生労働大臣認可

検査品目 採取場所
検出値　（Bq/kg）

基準値
セシウム 134 セシウム 137

ゆず 松之草 検出せず 検出せず

☆
カボス 盛金 検出せず 検出せず
栗 高部・鷹巣・野田 検出せず 検出せず
オオイチョウダケ 小田野 検出せず 検出せず


